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※　給付金に関する受領を代理人に委任する（申請者名義以外の口座に振込を希望される）場合に記入してください。
※　施術管理者及び申請者（被保険者）の記入押印は署名でも差し支えありません。
※　この給付金の受領の代理人への委任は、受領委任の取扱規定（平成 30 年 6 月 12 日保発 0612 第 ２ 号通知）に従い行われるものです。
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上記のとおり施術を行い、その費用を領収しました。
療養費の受領を下記の代理人に委任します。
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